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            主     文 

１ 原決定中、別紙目録記載の部分に関する部分を破棄

し、同部分につき相手方の抗告を棄却する。 

２ 原々決定主文第１項及び１頁２５行目に「Ａ´」と

あるのをいずれも「Ａ」と更正する。 

３ 抗告手続の総費用は相手方の負担とする。 

            理     由 

 抗告代理人中村和洋、同渡邉春菜の抗告理由について 

１ 抗告人は、複数の者が共同して実行したとされる学校法人明浄学院を被害者

とする大阪地方検察庁の捜査に係る業務上横領事件（刑訴法３０１条の２第１項３

号に掲げる事件。以下「本件横領事件」という。）の被疑者の１人として逮捕、勾

留され、本件横領事件について起訴されたが、無罪判決（以下「本件無罪判決」と

いう。）を受け、これが確定した者である。本件の本案訴訟（大阪地方裁判所令和

４年（ワ）第２５３７号損害賠償請求事件。以下「本件本案訴訟」という。）は、

抗告人が、上記の逮捕、勾留及び起訴が違法であるなどと主張して、相手方に対

し、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償を求めるものである。 

本件は、抗告人が、検察官がＡを本件横領事件の被疑者の１人として取り調べる

際にＡの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒

体（以下「本件記録媒体」という。）等について、民訴法２２０条３号所定の「挙

証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき」（以下、同号のこ

の部分を「民訴法２２０条３号後段」といい、この場合に係る文書を「法律関係文

書」という。）に該当するなどと主張して、文書提出命令の申立て（以下「本件申
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立て」という。）をした事案である。本件では、本件記録媒体であって相手方が所

持するもののうち、抗告人に係る本件横領事件の公判（以下「本件刑事公判」とい

う。）において取り調べられなかった別紙目録記載の部分（以下、この部分を「本

件公判不提出部分」、本件刑事公判において取り調べられた部分を「本件公判提出

部分」といい、両者を併せて「本件対象部分」という。）について、相手方が同号

に基づく提出義務を負うか否かなどが争われている。 

２ 記録によれば、本件の経緯は次のとおりである。 

⑴ 本件横領事件は、概要、明浄学院の理事長であったＢ、不動産の売買等を事

業内容とする会社の代表取締役を務めていた抗告人及びＡほか数名が、共謀の上、

明浄学院を売主とする土地の売買契約の手付金として支払われた２１億円をＢが明

浄学院のために業務上預かり保管中、これを同人らの用途に充てる目的で横領した

というものであった。Ｂは、抗告人から第三者を通じて貸金１８億円を受領し、こ

れによって明浄学院の経営権を取得した後、上記手付金をもって上記貸金を返済し

たとされており、本件横領事件では、抗告人とＢ及びＡらとの共謀の有無に関連し

て、抗告人が貸付先をＢ個人又は明浄学院のいずれと認識していたのかという点が

問題となった。 

Ａは、本件横領事件の被疑者として、令和元年１２月５日に逮捕され、同月６日

に勾留されたところ、逮捕された後の当初の取調べでは、抗告人に対して上記貸金

の貸付先がＢ個人であるとの説明はしておらず、その使途は明浄学院の再建費用で

あると説明した旨の供述をしていたが、同月９日以降の取調べでは、抗告人に対し

て貸付先がＢ個人であることを説明した旨の供述（以下「本件供述」という。）を

するようになった。 

抗告人は、本件横領事件の被疑者として、同月１６日に逮捕され、同月１７日に

勾留された後、同月２５日に本件横領事件について起訴された。本件刑事公判にお

いて、Ａは、抗告人に対して貸付先がＢ個人であることを説明した旨の証言をした

が、その証言内容の信用性が争われ、本件記録媒体のうち同月９日の取調べに係る
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約５０分間の部分（本件公判提出部分）が取り調べられた。令和３年１０月２８日

に本件無罪判決が言い渡され、その理由中において、上記証言内容は信用すること

ができない旨の判断が示された。 

⑵ア 抗告人は、令和４年３月、本件本案訴訟に係る訴えを提起した。 

抗告人は、本件本案訴訟において、Ｃ検事が取調べ中にＡを脅迫するなどの言動

をしたため、ＡはＣ検事に迎合して虚偽の本件供述をするに至ったものであって、

本件供述には信用性がなく、抗告人にはその逮捕当初から本件横領事件の嫌疑が認

められない旨を主張し、Ｃ検事の上記言動のうち、非言語的要素（人の言動のう

ち、口調、声の大きさ、表情、身振り等の非言語的なものをいう。以下同じ。）と

して、大きな音が響き渡る強さで机を叩いたこと、Ａを大声で怒鳴りつけたこと等

を指摘し、相手方に本件記録媒体及びその反訳書面を証拠として提出することを求

めた。これに対し、相手方は、逮捕当初は抗告人をかばう供述をしていたＡが、Ｃ

検事の説得によって真実である本件供述をするに至ったと評価することが十分可能

であるなどと主張し、本件記録媒体の一部分の反訳書面（以下「本件反訳書面」と

いう。）を証拠として提出したが、本件記録媒体は提出しないとの意向を示した。

なお、本件反訳書面には、Ｃ検事の言動のうち非言語的要素についても、その一部

を言語的に表現したものが記載されている。 

抗告人は、同年１２月、本件申立てをした。抗告人は、本件対象部分により証明

すべき事実について、Ｃ検事のＡに対する取調べの具体的状況及び内容（以下「本

件要証事実」という。）であるとしている。 

イ 抗告人は、本件申立てに先立ち、Ａが本件供述をしたこと等により抗告人を

えん罪に陥れたなどと主張して、Ａに対し、不法行為に基づく損害賠償を求める訴

えを提起した。令和５年３月、上記訴えに係る訴訟において、抗告人とＡとの間

で、Ａが、本件本案訴訟において本件記録媒体が証拠採用されることを前向きに検

討し、反対しないことを確認し、抗告人が、本件記録媒体中のＡの顔にモザイクを

かけ、声を加工し、プライバシー情報を出さず、報道機関に実名報道を避ける旨を



- 4 - 

申し入れるなど、Ａのプライバシーの保護に最大限配慮することを確認すること等

を内容とする訴訟上の和解（以下「本件和解」という。）が成立した。 

⑶ 原々審は、令和５年９月、相手方に本件対象部分の提出を命じ、その余の本

件申立てを却下する決定（原々決定）をした。原々審は、本件公判不提出部分の取

調べの必要性について、本件供述の信用性の判断においては、Ｃ検事の言動のうち

非言語的要素も重要であり、これが客観的に記録されている本件公判不提出部分

は、本件要証事実との関係で最も適切な証拠であって、本件反訳書面や人証によっ

て代替することは困難であるから、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度

は高いとした。 

相手方は、原々決定に対し、即時抗告をした。 

３ 原審は、相手方に本件公判提出部分の提出を命ずべきものとする一方、要旨

次のとおり判断し、本件申立てのうち本件公判不提出部分に係る部分を却下した。 

抗告人は、本件刑事公判において本件記録媒体の複製物の提供を受け、これによ

りＡの取調べにおけるＣ検事の言動を把握した上で、本件本案訴訟において上記言

動について具体的な主張立証を行っているところ、抗告人の主張するＣ検事の言動

について、相手方はおおむね争わないとしており、当事者間に争いがあるのは、重

要とはいい難いものを除けば、Ｃ検事がＡを恫喝したかどうかといった発言内容が

重視されるものに限られる上、これについても本件公判提出部分や本件反訳書面を

取り調べることによって推認することができるから、本件公判不提出部分を取り調

べる必要性の程度は高いものではない。また、本件公判不提出部分が本件本案訴訟

において提出された場合には、これが抗告人側から報道機関等を通じて広く公開さ

れる可能性があるところ、Ａが本件和解によって本件記録媒体に含まれる自己の名

誉やプライバシーといった権利利益の全部を真意に基づいて放棄したなどとみるこ

とはできず、本件公判不提出部分が提出されることによってＡの名誉、プライバシ

ーが侵害されるおそれがないとはいえない。以上に照らすと、本件公判不提出部分

の提出を拒否した相手方の判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用し
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たものとまではいえない。 

４ しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次

のとおりである。 

 本件の経緯に照らせば、本件供述は、抗告人が本件横領事件について逮捕、

勾留及び起訴されるに当たり、その主要な証拠と位置付けられていたということが

できるところ、本件公判不提出部分は、検察官のＡに対する取調べの過程を客観的

に記録したものであること等からすると、抗告人と相手方との間において、法律関

係文書に該当するということができる。 

 刑訴法４７条は、その本文において、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前

には、これを公にしてはならない。」と規定し、そのただし書において、「公益上

の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規

定しているところ、本件公判不提出部分は、同条により原則的に公開が禁止される

「訴訟に関する書類」に当たることが明らかである。 

ところで、同条ただし書の規定によって「訴訟に関する書類」を公にすることを

相当と認めることができるか否かの判断は、当該「訴訟に関する書類」が原則とし

て公開禁止とされていることを前提として、これを公にする目的、必要性の有無、

程度、公にすることによる被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵

害、捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情を

総合的に考慮してされるべきものであり、当該「訴訟に関する書類」を保管する者

の合理的な裁量に委ねられているものと解すべきである。そして、民事訴訟の当事

者が、民訴法２２０条３号後段の規定に基づき、上記「訴訟に関する書類」に該当

する文書の提出を求める場合においても、当該文書の保管者の上記裁量的判断は尊

重されるべきであるが、当該文書が法律関係文書に該当する場合であって、その保

管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有

無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸

般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであると
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認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるものと解する

のが相当である（最高裁平成１５年（許）第４０号同１６年５月２５日第三小法廷

決定・民集５８巻５号１１３５頁等参照）。このことは、当事者が提出を求めるも

のが、検察官の取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に

行う方法により記録した記録媒体であったとしても異なるものではない。 

ア これを本件についてみると、本件本案訴訟においては、抗告人が、ＡはＣ

検事がＡを脅迫するなどの言動をしたためにＣ検事に迎合して虚偽の本件供述をし

た旨を主張するのに対し、相手方が、ＡはＣ検事の説得により真実である本件供述

をしたと評価し得る旨を主張して、Ａが本件供述をするに至ったことに対するＣ検

事の言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われている。しかるところ、本件

公判不提出部分には、Ｃ検事の言動がその非言語的要素も含めて機械的かつ正確に

記録されているのであるから、本件本案訴訟の審理を担当する原々審が、本件公判

不提出部分は本件要証事実を立証するのに最も適切な証拠であり、本件反訳書面や

人証によって代替することは困難であるとして、本件公判不提出部分を取り調べる

必要性の程度は高いと判断したことには、一応の合理性が認められ、このような原

々審の判断には相応の配慮を払うことが求められるというべきである。 

原審は、抗告人が主張するＣ検事の言動のうち当事者間に争いがあるものは、発

言内容が重視されるものに限られる上、当該言動についても本件公判提出部分や本

件反訳書面の取調べにより推認することができるとして、本件公判不提出部分を取

り調べる必要性の程度は高いものではないと判断している。しかしながら、Ａが本

件供述をするに至ったことに対するＣ検事の言動の影響の有無、程度、内容等を受

訴裁判所が判断するに当たって検討の対象となるのは、抗告人の主張において言語

的に表現されたＣ検事の個々の言動に限られるものではなく、証拠に現れるＣ検事

の言動の全てが上記の検討の対象となるものである。そして、Ｃ検事の言動がその

非言語的要素も含めて機械的かつ正確に記録された本件公判不提出部分は、Ｃ検事

の言動について、本件反訳書面や人証と比較して、格段に多くの情報を含んでお
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り、また、より正確性が担保されていることが明らかであるし、本件公判提出部分

を取り調べることによって、本件公判不提出部分に係るＣ検事の言動のうち本件反

訳書面に現れていないものを検討する必要がなくなると解すべき事情もうかがわれ

ない。そうすると、この点について、原審の上記判断は合理的なものとはいえな

い。 

そして、上記のとおり、原々審の上記判断には相応の配慮を払うことが求められ

ることも踏まえると、原々審の上記判断のとおり、本件公判不提出部分を取り調べ

る必要性の程度は高いとみるのが相当である。 

イ また、抗告人とＡとの間に本件和解が成立し、本件和解において、Ａが本件

記録媒体の証拠採用に反対せず、抗告人もＡのプライバシーの保護に最大限配慮す

ることを明確に合意しているなどの本件の事実関係の下では、本件公判不提出部分

が本件本案訴訟において提出されること自体によって、Ａの名誉、プライバシーが

侵害されることによる弊害が発生するおそれがあると認めることはできない。これ

に加えて、本件横領事件に関与したとされる者のうち、抗告人については無罪判決

が確定し、抗告人以外の者について捜査や公判が続けられていることもうかがわれ

ないことからすれば、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されること

によって、本件横領事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがあるとはいえ

ないし、将来の捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害が発生することを具体的に

想定することもできない。 

ウ 以上の諸事情に照らすと、本件公判不提出部分の提出を拒否した相手方の判

断は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものというべきである。 

５ 以上と異なる原審の前記３の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな

法令の違反がある。論旨は理由があり、原決定のうち本件公判不提出部分に係る本

件申立てを却下した部分は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれ

ば、相手方に本件公判不提出部分の提出を命じた原々決定は正当であるから、上記

部分につき相手方の抗告を棄却することとする。 
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なお、原々決定には明白な誤りがあるから、職権により主文第２項のとおり更正

する。 

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。なお、裁判官三浦

守、同草野耕一の各補足意見がある。 

 裁判官三浦守の補足意見は、次のとおりである。 

 １ 刑事手続においては、被告人又は弁護人等が、検察官において被告事件の審

理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠（以下「開示証拠」という。）

に係る複製等を、当該被告事件の審理の手続等に使用する目的以外の目的で、人に

交付し、又は掲示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならないものとさ

れ、その違反行為に対する刑事罰が設けられるなど、開示証拠の複製等の適正管理

等を確保するための規律が定められている（刑訴法２８１条の３～２８１条の

５）。これは、開示証拠の複製等が管理の適正を欠き第三者に流出したり、本来の

目的以外の目的で使用されたりすると、罪証隠滅や証人威迫、関係者の名誉やプラ

イバシーの侵害、捜査又は裁判に対する不当な影響等の弊害が生ずるおそれがある

ことによるものと解される。開示証拠が公判廷で取り調べられた場合でも、その複

製等がインターネット等を通じて広く公開されるなどすれば同様の問題が生ずるお

それがあり、同じ規律が適用される。開示証拠の複製等を民事訴訟において使用す

ることも、目的外使用に当たるため、これを民事訴訟で利用するためには、文書提

出命令、文書送付嘱託等の手続によることになる。 

 民事訴訟の当事者が、民訴法２２０条３号後段の規定に基づき、開示証拠に係る

文書の提出を求める場合も、これを保管する者の裁量的判断において、当該文書の

提出による弊害に関し、それがインターネット等を通じて広く公開される可能性等

を考慮することは、刑事手続における上記規律の趣旨に沿うものである。この場

合、個人の名誉やプライバシーに関する弊害については、民事訴訟における当該文

書の取扱いに関する当該個人の意向等の事情も考慮されることになろう。 

 ２ 本件公判不提出部分の提出についてみると、本件記録媒体に係る供述人と抗
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告人との間の本件和解において、本件記録媒体が証拠採用されることに関する合意

があり、その内容を踏まえると、本件公判不提出部分が証拠として提出されること

自体によって、当該供述人の名誉やプライバシーに関する弊害のおそれがあるとは

認められず、その取扱いは、関係者において適切になされるべき問題と考えられ

る。他に、本件公判不提出部分の提出による弊害のおそれがあると認められる具体

的な事情があるともいい難い。 

 裁判官草野耕一の補足意見は、次のとおりである。 

 私は法廷意見の結論及び理由の全てに賛成するものであるが、法廷意見が、本件

公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されること自体によってＡの名誉やプ

ライバシーが侵害されることによる弊害が発生するおそれがあると認めることはで

きないとした点について補足して意見を述べておきたい。 

 １ 上記の点に関する原審の立論は現代契約社会を規律している諸法理とは相容

れないものである。そう考える理由を、以下２点に分けて敷衍する。 

 第一に、原審は、Ａが本件和解によって自己の名誉やプライバシーを「真意に基

づいて」放棄したとみることはできないと述べている。しかしながら、Ａは同人の

代理人である弁護士も関与している訴訟手続の中で本件和解に同意しており、本件

和解の規定も、抗告人に対して、単にプライバシーの保護に最大限配慮することを

求めるだけでなく、「①顔のモザイク、②声の加工、③プライバシー情報を出さな

いこと、④報道機関に実名報道を避ける旨を申し入れること等」の具体的措置を執

ることを求めるなど十分に詳細なものとなっている（なお、本件和解上抗告人が負

っている債務を総称して、以下「本件諸債務」という。）。原審は、本件和解に先

立って抗告人がＡに対して「１億１０００万円もの損害賠償を請求」していたこと

をもってＡの真意を疑うことの根拠の一つとしているようであるが、抗告人が、多

額となり得たかもしれない損害賠償請求権のほとんど全てを放棄するという代償を

支払ってＡと本件和解を締結するに至ったことは本件和解がＡの真意に基づくもの

であることを補強する事実でこそあれ、それを否定する根拠とはなり得ないという
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べきである（Ａにとって本件和解に応じることは「不本意」であったかもしれない

が、不本意であることと真意でないことは別論である。）。 

 第二に、原審は、Ａが、本件和解によって自己の名誉やプライバシーに関する権

利利益を「全て放棄した」とみることはできないとも述べている。確かに、本件和

解の中に名誉やプライバシーを放棄するという文言がないことは事実である。しか

しながら、Ａは本件和解において、（本件公判不提出部分を含めて）本件記録媒体

が本件本案訴訟において証拠採用されることについて明示的に同意しており（「反

対しない」という文言は本件和解の文脈においては「同意する」ということと同義

であるとしか解し得ない。）、一方、本件記録媒体が証拠採用されれば、（たとえ

抗告人が本件諸債務を遵守したとしても）一定の限度でＡの名誉やプライバシーが

脅かされることは必然の結果といえる。これを要するに、本件記録媒体を証拠採用

することにＡが同意したということは、それによって必然的にもたらされる同人の

名誉やプライバシーへの侵害を同人は（「放棄した」という表現が適切であるか否

かは別論として）容認したことを意味するものと解すべきである。 

 ２ 刑訴法４７条所定の「訴訟に関する書類」の提出を受けた民事訴訟の当事者

がこれを報道機関に提供することを禁じる規定は民訴法上存在しない。その結果、

本件においても、抗告人が本件公判不提出部分を報道機関に提供するようなことに

なれば、それによってＡの名誉やプライバシーが新たに侵害されるおそれがないと

はいえない。法廷意見がこの問題を取り上げていないのは、この点が本件の結論に

影響を及ぼすものではないという点において裁判官全員の意見の一致をみたからで

あるが、本補足意見においては、この点に関する私の意見を詳らかにしておきた

い。 

 思うに、刑訴法４７条所定の「訴訟に関する書類」を公にすることの相当性を考

えるに当たっては、それが法廷において用いられることによって生じる当事者や関

係者の名誉やプライバシーの侵害のおそれのみならず、それが法廷外において公開

されてしまうことによって生じる当事者や関係者の名誉やプライバシーの侵害のお
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それについても斟酌することが必要な場合もあるであろう。しかしながら、本件事

案は、この問題を、抗告人とＡの間の民事上の権利関係の問題として処理すること

が可能かつ適切な事案であると思料する。そう考える理由を、以下２点に分けて敷

衍する。 

 第一に、本件和解の内容やそれが締結されるに至った経緯あるいは本件をめぐる

報道機関の関心の高さから考えて、Ａは証拠調べを終えた本件公判不提出部分が報

道機関に提供される場合があり得ることを認識していたことがうかがえる。そうで

ある以上、Ａは、抗告人が本件諸債務を遵守するという条件の下で、法廷での証拠

調べを終えた本件公判不提出部分を報道機関に提供することをも容認していたと解

する余地があり、一方、仮に本件和解上本件公判不提出部分を報道機関に提供する

ことが容認されていないと解し得るとすれば、それにもかかわらず抗告人が報道機

関に本件公判不提出部分を提供した場合、Ａは本件和解についての契約違反を理由

として民事上の救済措置を求めることができる（なお、Ａは証拠調べを終えた本件

公判不提出部分を報道機関への提供以外の方法を用いて公開することについても容

認していたと解する根拠は見出し難い。）。 

 第二に、本件和解が証拠調べを終えた本件公判不提出部分の報道機関への提供を

容認したと解し得るとしても、その結果派生的に起こり得る様々な事態に関して抗

告人とＡが本件和解上いかなる権利・義務を負うかはいささか不分明であるといわ

ざるを得ない。しかしながら、この問題についても、本件和解の解釈問題として当

事者間の民事上の権利義務関係を確定することによって解決が可能である。もとよ

り、名誉やプライバシーは人権又はこれに準じる利益として最大限尊重されるべき

ものであるから、状況如何によっては契約違反に対する民事上の救済があるだけで

Ａの名誉やプライバシーの保護を全うできない事態の発生が考えられなくもない

が、本件和解を訴訟上の和解として成立させた代理人弁護士がそのような事態が起

こることがないようにしかるべき配慮を尽くすことを期待する次第である。 

(裁判長裁判官 草野耕一 裁判官 三浦 守 裁判官 岡村和美 裁判官   
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尾島 明) 

 

（別紙） 

            目     録 

 検察官のＡに対する取調べにおいてＡの供述及びその状況を録音及び録画を同時

に行う方法により記録した記録媒体のうち、次の⑴から⑸までの日時の部分 

 ⑴ 令和元年１２月６日午後７時１７分から午後１１時２分まで 

 ⑵ 令和元年１２月７日午後５時２０分から午後９時２５分まで 

 ⑶ 令和元年１２月８日午後５時２０分から午後８時２４分まで 

 ⑷ 令和元年１２月９日午後５時１７分から午後８時２１分まで（ただし、午後 

５時３９分４７秒から午後６時２７分５８秒までを除く。） 

 ⑸ 令和元年１２月１２日午後６時４分から午後９時５２分まで 


